
R8.3.31以前 R8.4.1以降 凡例： 基準となる行為

【中高層建築物等の書面の交付の取扱い（周知期間30日）】

①令和8年3月31日までに標識設置をした場合

②令和8年4月1日以降に標識設置をした場合

③令和8年4月1日以降に標識設置をした場合（確認申請が不要な工事でも書面が交付されます。）

R8.4.1以降 R8.5.31以前 R8.6.1以降 R8.7.30以降

【特定中高層建築物の適用の取扱い】

④令和8年5月31日までに確認申請を行う特定中高層建築物（周知期間30日）

　（書面の交付については標識設置日が基準となりますので上段を参照ください。）

⑤令和8年7月29日までに工事着手する特定中高層建築物（周知期間30日）

　（書面の交付については標識設置日が基準となりますので上段を参照ください。）

⑥令和8年6月1日以降に確認申請を行う特定中高層建築物（周知期間60日）

⑦令和8年7月30日以降に工事着手する特定中高層建築物（周知期間120日）

【特定中高層建築物の適用の取扱い（みなし規定）】 R8.3.31以前

⑧令和8年6月1日以降確認申請をするもので4月1日以前から特定中高層建築物として手続きを開始した場合、改正条例が適用されるとみなします。

　【改正附則第3項】（周知期間60日）

⑨令和8年7月30日以降に工事着手するもので4月1日以前から特定中高層建築物として手続きを開始した場合、改正条例が適用されるとみなします。

　【改正附則第3項】（周知期間120日）
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